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  山口県岩国市 

 

昭和 45  ５  10 

山口県岩国市今津町一丁目１４番１５号 

こ う の       よ し こ   

甲 野     美 子 

山口県岩国市山手町一丁目 15番 3－15号  

山口県岩国市今津町一丁目１４  甲野 太郎 

甲 野   一 郎 

✔ 

甲 野 太 郎 

〇〇〇 ×××  〇〇〇〇 

甲 

野 

黒インク又はボールペンで書いてください。 死亡届の書き方 

現在住民登録をしている（住民票上の）住

所を記入してください。 

※世帯主が亡くなられたとき、同一世帯に

お二人以上いらっしゃる場合は後日世帯

主変更の手続きが必要です。 

（４）死亡したとき（５）死亡したところは、 

死亡診断書（または死体検案書）の記載通

りに書き写してください。 

国勢調査の年のみ記入してください。 

昼間に連絡のとれる電話番号を必ず記載してください。 

＊こちら側の死亡診断書または死体検案書は医師が記入する欄です。

何も記入されないようにお願いいたします。 

 

＊亡くなった病院・医療機関または検案した医師から書類が発行されま

すので、左側の死亡届に必要事項を記入して原本を提出してください。 

 

＊一度提出された原本は返却不可となりますので予めコピーをとってか

ら提出してください。（受理後のコピーもできませんのでご了承ください。） 

 

＊通常葬儀社より代理で死亡届の提出がされます。ご葬儀（火葬）がお

済みであれば、死亡届はすでに役所に届け出られていますので再度提

出の必要はございません。 

筆頭者は、戸籍のはじめに記載されている

人です。筆頭者が亡くなっていても変わり

ません。 

届出日は死亡した事実を知った日から

７日以内に届け出てください。 

【記入上の注意】 

◎鉛筆や消えやすいインキ、消せるペン

で書かないでください。 

◎字は崩さず丁寧にお書きください。 

◎届書は一通で差支えありません。 

◎届出人の署名は必ず本人が自署してく

ださい。※届書中の押印は任意です。 

山口県岩国市山手町一丁目 15 

こ う の    よ し こ 

甲 野   美 子 

✔ 

山口県岩国市愛宕町一丁目１      １  

山口県岩国市愛宕町１丁目１番１号 

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 

昭和２０  ４  ２４ 

甲野  美子 

６   ５    ３         ７    ３２    
✔ 

20  4 24 

６   ５    ３           ７ ３２    
✔ 

✔ 

いずれかに☑してください。生存配偶者が

おられる方は年齢を記入してください。 

錦  良太 

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 

山口県岩国市愛宕町１－１－１ 

 

6   5   3 

6   5   3 


